
 

 

 

  

木々の若芽が美しいさわやかな季節となりました。こいのぼりも風薫る 5月の空に元気よく泳ぎ始めることで 

しょう。新学期がスタートして間もなく１か月。新しい学年や新しい先生など，環境の変化に子供たちも慣れ， 

学校生活も少しずつ軌道に乗り出しています。また，校舎内には，笑顔とあいさつが広がってきています。 

様々な経験をして成長していく子供たちです。日々，様々なことに挑戦しています。今頑張っていることやで 

きるようになったこと，ちょっと困難を感じていることなどたくさんの思いを子供たちは持っています。学校で

も目をかけ，声をかけ子供たちに向き合っています。ご家庭でも，毎日の学校生活について聞いてあげてくださ

い。気になることがあったらぜひお知らせください。子供の成長へは，家庭と学校が共に歩むことが必要です。 

ご協力をお願いします。 

☆☆交通教室 ～交通事故から身を守る～ 

  １年生が，通学路の一部を実際に歩く勉強を行いました。 

交通指導隊の皆さんから通学路の正しい歩き方を教えていただき，それをしっ 

かり守ってきちんと歩いていました。当日は，２名の保護者の方にも，児童の学 

習を見守っていただきました。交通量の多い学区ですので，地域・保護者の皆様 

の子供たちの見守りへのご協力をお願いします。 

教育目標 「明るく なかよく 元気よい  子供」の育成 

協働型学校教育目標 ①誰に対しても平等に接することができる児童の育成 

②進んであいさつする児童の育成               仙台市立西多賀小学校  

                                      平成28年４月22日 

                          在籍児童数：５６４名 

 TEL245-5355  FAX307-1604 

                        ウェブページURL：http://www2.sendai-c.ed.jp/~nisitaga/ 

５月の行事予定 

２日(月)お話朝会 ４年：校外学習(太白消防署) 

       3年:視力検査 児童委員会 PTA役員会 

    スクールカウンセラー勤務日 

６日(金)安全の日 １年：４校時限 
９日(月)読書タイム ２年:視力検査 クラブ活動 

10日(火)全学年:視力再検査  
１年：火曜５校時限開始 
２年：火曜６校時限開始 

11日(水)６年：校外学習(縄文の森広場) 
    １年：水曜５校時限開始 

かしわ,1,3,5年：歯科検診 
12日(木)ALT勤務日 尿検査2次回収日 

１年：木曜５校時限開始 
３年：木曜６校時限開始 
５年：校外学習（田植え体験） 

13日(金)防犯子どもを守ろうデー  
学年別一斉下校 
１年：金曜５校時限開始 

16日(月)クラブ活動 PTA運営委員会 
    スクールカウンセラー勤務日  
17日(火)運動会総練習 
18日(水)全学年：内科検診 
21日(土)運動会 特別タイム4校時限 給食無し 
    雨天時：普通授業（4校時限） 

23日(月)振替休業日 
24日(火)2，4，6年：歯科検診 
25日(水) 全学年：眼科検診 
26日(木)避難訓練（不審者対応） 1年:心臓病検診 
27日(金)３年:聴力検査 
29日(日)（運動会予備日） 
30日(月)全校弁当日 クラブ活動 

（※5月29日に運動会を実施した場合は，振 
替休業日となります。） 

31日(火)５年:聴力検査 

６月の主な行事予定 

６日(月)児童委員会 スクールカウンセラー勤務日  

13日(月)クラブ活動 

15日(水)6年：修学旅行１日目（会津若松方面） 

16日(木)6年：修学旅行２日目（会津若松方面） 

20日(月)スクールカウンセラー勤務日 

22日(水)代表委@員会 

27日(月)学校参観日 

28日(火)かしわ学級：宿泊学習１日目（七ツ森） 

29日(水)かしわ学級：宿泊学習２日目（七ツ森） 

5 月号 

学校だより 
 

 

 

 



☀☀大運動会♡♡ 平成 28年５月 21日(土) 8：30（開会式）～11：50（閉会式） 
5 月 21 日(土)に，西多賀小学校大運動会を実施します。徒競走に団体種目とこれから練習が始まります。

当日までの子供たち頑張りにも，是非励ましの言葉をかけていただきたいと思います。 

〈運動会実施の場合〉 

8：05 児童登校完了 

8：30 開会式 

11：50 閉会式 

12：05 ６年片付け，他学年下校 

（※時刻は予定です） 

 

 

♡♡いじめ防止♡♡ 昨今のいじめに関わる事案の発生を受け，今年度仙台市立学校ではいじ

め未然防止対策を最優先課題として取り上げ，児童が安心・安全な学校生活が送れるよう取り組んでまいりま

す。本校におきましても，道徳教育や人権教育などを通しての互いを大切にする心や態度の教育を始め，担任

との信頼関係作りを大切にし，いじめに向かわない学級作りを目指していきます。 

なお，「いじめ防止対策推進法」施行に伴い，平成 25 年度から以下のとおり，いじめが定義されています。 

 

 

 

 

 

児童生徒が心身の苦痛を感じていれば，その行為を行った児童生徒に「いじめ」たという認識がなくても，

「いじめ」が行われたことになります。 

「いじめ」の起きない，「豊かな心 安心して過ごせる」学校をめざし，子供に向き合う時間を大切にし 

た教育活動を行ってまいります。なお，いじめ問題や生徒指導上の問題への対応には，早期発見と迅速で組 

織的な対応が不可欠となります。担任一人ではなく，連絡・報告を通して学校全体として対応していきます 

ので，どんな小さなことでも構いません，気になることがありましたらお知らせください。 

 ※昨日，教育長からの「いじめの未然防止に向けての取組と御家庭の協力について」（裏面：いじめ防止 

「きずな」キャンペーン）の文書を配布いたしました。ご協力をお願いいたします。 

♡♡５月のカウンセリングルーム♡♡  

4 月 18日に新しいカウンセラー日野 映（ひの はゆる）さんが着任しました。よろしくお願いします。

なお，勤務日（カウンセリング可能日）については，学校だよりの月予定表にてお知らせします。 

相談対象：本校の児童・保護者・学区内にお住まいの方 

相 談 日：５月は，２日（月）１６日（月）になります 

時  間：午前１０時～午後５時（昨年度の相談時間と異なりますのでご注意ください。） 

場  所：西多賀小学校カウンセリングルーム（西校舎３階相談室） 

予  約：事前に予約してください。743－5231(相談室直通) 245―5355(職員室 教頭 石川） 

♤♧防災教育♧♤ 
東日本大震災から 5 年が過ぎ，大きな災害が起きないことを願っているさなか，九州において  

 大きな地震が発生しました。被害に遭われた皆様に，心からお見舞い申し上げます。  
本校では，避難訓練，引渡し訓練，学校・地域合同避難訓練（地震想定）などを予定していま

す。地震が起きた時に行動については，訓練だけではなく，実際地震が起きた時に何度も指導し
ています。地震などの非常変災時の対応について話し合うことが，とても大切です。防災グッズ
の点検なども，とてもいい家庭における防災教育になります。学校より「地震から子供を守る対応
マニュアル（家庭用）」を配布いたします。ご家庭でこのプリントを使い，地震発生時の行動につ
いて確認してください。  
【仙台市内において 震度５強 以上の地震発生】  
              ⇒  【全児童 保護者の方へ 直接 引き渡し】 

となりますので，必ず学校へ迎えに来てください。  

「いじめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と

一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものも含む。）であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」

とする。なお，起こった場所は学校の内外を問わない。 

＜運動会延期の場合〉 

6時 20分～40分の間に延期の連絡をメール配信します。 

①5 月 21 日(土)が悪天候の場合 ⇒ 29 日(日)に延期 

【その場合 21 日(土)は，給食無しで４時間の普通授業となります】 

23 日(月)は，実施の有無に関わらず振替休業日です。 

②5 月 29 日(日)実施の場合，30 日（月）は，振替休業日となります。 

☆☆運動会実施の有無を職員玄関に掲示しますので，電話での問い合わせはご遠慮ください。☆☆ 



 


